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 横手地域の障害者雇用拡大にむけて 

～地域の経済団体に要請～ 
 

障害者の活躍の場を増やしていくためには、様々な特性をもつ障害者に対応した受入体制の整

備や、障害特性の理解を促す取組が求められます。 

厚生労働省と秋田労働局が発表した「障害者雇用状況」によると、令和７年６月１日現在の障害

者実雇用率は、全国で 2.41％、秋田県で 2.50％となり、ともに過去最高を更新したところですが、横

手地域の障害者実雇用率は 2.32％となり、令和４年以降、全国と秋田県を下回っているところです。 

こうした状況の中、昨年４月からは建設業などの業種に適用されてきた除外率が 10 ポイント引き下

げられ、本年７月からは法定雇用率が 2.7％に引上げとなるため、雇用義務の対象となる事業主の範囲

も拡大されます。 

このたび、横手市、秋田県平鹿地域振興局及び横手公共職業安定所では、横手地域の経済団

体に対して、一人でも多くの障害者が地域に就職及び定着し、安定した就労ができるよう、採用職域

の拡大と求人の提出について、すべての会員企業への周知、働きかけを行っていただくよう要請しま

す。 

記 

１ 日 時  令和８年２月 10 日（火）  9:00～9:30、10:30～11:00 

２ 訪問先  横手商工会議所、よこて市商工会 

３ 訪問者  横手市長、秋田県平鹿地域振興局長、横手公共職業安定所長 

４ 内 容  当日は、地域の経済団体を訪問して連名の「要請書」を手交し、企業に対する支援

策を説明するなどして地域における障害者雇用が拡大されるよう要請します。 

５ その他  取材希望がある場合は、事前に担当あてご連絡の上取材願います。 

Press Release 

横手公共職業安定所 発表 

令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日 

【照会先】 

ハローワーク横手 

（横手公共職業安定所） 

所   長 小笠原 誠 

雇用指導官 冨岡 啓子 

電   話 0182-32-1165 

横手公共職業安定所 

 


